
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方ヘ

今般の新型コロナウイデ♭ス感染症の影響により、収入源 となる や売り上げの

減少などが生して亜餐理担当選瞳室正正ど,た場合は、臨時特例措置として本人申告の

所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対i象となる方                   受付開始日:令和2年5月 1日

以下のいずれにも該当する方が対象になりますc

t  .    :    上 i  令不日2年 2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が

|、          失われた等により収入が減少したこと。

令和 2年 2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額 (※ 1)が、

|     ・           国民年金保険料免除基準相当 (※ 2)(※ 3)になることが見込 まれる方

(墓面の免除承認の所得基準をご確認ください)

※1令和 2年 2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経買等を控除し算島します。

※2当年中の所得見込額が全額免除基準相当 (例 :単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に置夕又当する場合に、それぞ

れの基準に該当する免除が適用になります。

※3免除等の判定においては、世帯主及び配偶者 (納付猶予は配偶者のみ)も ,露査の対象となります。また、申語者本人のほか、

世帯主や配1島者が①と②に該当するときにも、この簡易な手続による申語ができます。

申請の対象となる期間

令和 2年 2月分から6月分まで ※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。

申諸に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※ 『②特例認定区分」機の r3,その他」 1工 Oをし、「臨時特例」と記入してください。

23所 得 の 申 立 書 (簡易 な 所 得 見 込 額 の 申 立 番 (臨時 特 例 用 ))
※ 所得の宰立書については、裏面の記入例を参照してください。

申請方法

●国民年金保険料免除・納付猶予申請薔、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロー ドができます。

●申語雪の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓日、または年金事務所です。

*新型コロナウイ,レス感染症の感染防止の観点から、郵選での提出を足非ど活用ください。
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お問い合わせ先

●お問い合わせ等ありましたら、ねんきんカロ入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。

ねんきん加入者タイヤル :血 OS70-003-004
月～金曜日 8:30～ 19100 第2土曜日 9130～ 16:00
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事業主・船舶所有者の皆さまヘ

日本年金機構

厚生年金保険料等の納付猶予制度の特例のご案内

新型コロナウイル期 染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少※とがあり、一時
的に厚生年金保険料等を納付することが困難となつた事業主・船脅自所有者の方は、年金事
務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。
特づHこよる納付の猶予が認められた場合は、厚生年金保険料等※2の納期限から1年の

間、納付が猶予され、その間の延滞金(ま全額免除となります。

※1令和2年 2月以降の任意の期間 (1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比
べて200/。以上減少している場合に届亥当します。

※2令租2年 2月 1日から令利 3年 1月 31日までに納期限が劉来する厚生年金保険料等が対象と
なります。

日本年金機赫 ―然 ―ジから申奮雷番の警式及ぴ申奮膏の手続きにかかる手引きがダウン
ロードできます。

厚生年金保険料納付猶予相談窓日のご案内

(厚生年金保険料納付猶予相談窓口)

奮 0570“666…228(ナビダイヤル)
X050で始まる電語ではご利用いただけ難 ん。

―般電語もしくは協帯電脳にておかけ徹始い。

(受付時間) 月～金 (土日祝日は除く) 9:00～ 1フ :00

※お電話での諜 内のみとなります。おかけ間違いのないように義 意餓控い。

新型コロナウイル期 裟症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困
難な事業主・船舶所荷者のみなさまからの、猶予制度に関する一般的なお問い合わせをお
受けしております。

猶予制度に関する一般的なお問い合わせをど希望の方は厚生年金保険料納付猶予相
談窓口をEttu用徹塗い。
なお、年金事務所でも、納付を猶予する制度に関する醸 間をお受けしております。

※ 厚生年金保険料納付猶予相酸窓日では、担予申爾書等の提出は受け付けておりません。猶予申
冨爾書等は管轄の年金事務所へ醜 出9挫い。
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